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ピザハット事業「フルスケール・ライセンス契約」 

更新に関わる基本条件合意のお知らせ 

 

当社は、ヤム・レストランツ・アジア・ピーティイー・リミテッドとピザハット事業に関し「フルスケー

ル・ライセンス契約」を締結し、日本国内においてピザハット事業を展開しておりますが、本契約は

２００７年１０月３１日が契約更新期となります。 

本日、両社の間で、現行の「フルスケール・ライセンス契約」を２００７年１１月３０日まで延長するこ

と、及び２００７年１２月１日以降の新契約の基本条件について下記の通り合意し、２００７年１１月末

までに新契約に調印することになりましたので、合意内容を下記の通りご報告致します。 

 

記 

 

１．新しい契約の名称：インターナショナル・フランチャイズ・アグリーメント 

 

２．契約の相手方：ヤム･レストランツ・アジア・ピーティイー・リミテッド 

（国籍 シンガポール） 

 

３．契約の内容： 

 （1）ピザハットの商標・サービスマーク・商号についての日本における独占的使用。 

 （2）ピザハット店舗におけるピザ、パスタ、イタリア料理等の調理、販売。 

 （3）日本国内における上記権利のサブ・ライセンス 

 

 



 

４．契約の期間： 

（１）２００７年１１月３０日以前に出店の既存店は、２０１７年１１月３０日までの１０年間、更に２０１７ 

年 12 月 1 日から１０年間毎 2 回の更新の選択権を有する。 

（２）２００７年１２月１日以降出店の新店は、当初１０年間とその後１０年間の更新の選択権を有す 

る。 

 

５．対価に関わる基本条件 

（1）コンティニューイングフィー（＊一般的にロイヤリティーと呼ばれる費用） 

   売上高の６％  

 

(2）イニシャルフィー（＊一般的に出店契約料と呼ばれる費用） 

直営店：  

２００８年度から２０１７年度まで １店舗毎に１００万円 

２０１８年度以降   １店舗毎にＵＳ＄４１，９００（物価指数調整あり） 

 

ＦＣ店：  

２００８年度から２０１２年度まで    無料 

２０１３年度から２０１７年度まで  １店舗毎に１５０万円 

２０１８年度以降   １店舗毎にＵＳ＄４１，９００（物価指数調整あり） 

  

(3）リニューアルフィー（＊一般的に契約更新料と呼ばれる費用） 

直営店・ＦＣ店：  

２００８年度から２０１７年度まで 無料 

２０１８年度以降   １店舗毎にＵＳ＄２０，９００（物価指数調整あり） 

                 

(4）サブ・ライセンス 

当社がサブライセンス権に基づき日本国内のサブ・ライセンシーにライセンスを与えた場

合、当社は、サブ・ライセンシーから収受するイニシャルフィーとリニューアルフィーの２分の１、

及びコンティニューイングフィーからヤム･レストランツ・アジア・ピーティイー・リミテッドへ支払

うべき売上高の３％との差額を取得する権利を有する。 

 

６．対価に関わる追加条件 

(1)下記(2)に記載する 2012 年度までの出店計画を達成する条件の下、コンティニューイングフィ 

ーを下記の通り減額する。 

 



 

 直営店： ２００８年度から２０１２年度まで  ３．０％（現行通り） 

２０１３年度       ３．５％ 

２０１４年度   ４．０％ 

２０１５年度   ４．５％ 

２０１６年度   ５．０％ 

２０１７年度   ５．５％ 

２０１８年度以降   ６．０％ 

 ＦＣ店： ２００８年度から２０１７年度まで  ５．０％（現行通り） 

      ２０１８年度以降   ６．０％ 

  

(2)出店計画 

      ２００８年度  １５店舗 

 ２００９年度  ２０店舗 

 ２０１０年度  ２８店舗 

 ２０１１年度  ３６店舗 

 ２０１２年度  ５０店舗 

 

以 上 

 


